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Ⅰ 福祉用具貸与価格の上限設定の見直し等について 
 
（１）改定以降の福祉用具全国平均貸与価格・貸与・貸与価格の上限の取扱い 
福祉用具貸与について、商品ごとの全国平均貸与価格の公表や、貸与価格の上限設定を行う。 

① 平成３０年１０月から商品ごとの全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定（全国

平均貸与価格＋１標準偏差）を実施し、貸与価格の適正化を図ってきたところ。 

② 施行当初は、施行後の実態を踏まえつつ、概ね１年に１度の頻度で見直すこととされてい

たが、令和３年度以降は３年に１度の頻度で見直しとする。新商品については、３月に１度

の頻度で見直す（変更なし）。 

 

（２）機能や価格帯の異なる複数商品の提示等 

利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、運営基準を改正し、福祉用具専門相談員に対し

て、以下の事項を義務づける。 

・ 機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること。（平成３０年４月から実施） 

 ・ 利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付すること。（平成３０年

４月から実施） 

・ 貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に

説明すること。（平成３０年１０月から実施） 

 

＜凡例＞ 

・基準：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日

厚生省令第３７号） 

・解釈通知：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成１１

年９月１７日老企第２５号） 

・単位数表：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月１０日厚

生省告示第１９号） 

・老企第３６号：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年３月１日老

企第３６号） 

・県条例：香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成２４年１０

月１２日条例第５２号） 

・市条例：高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成２４年１２

月２６日条例第８５号） 

 

 

【基準の性格】（基準第１条解釈通知）（抜粋） 

１ 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定め

たものであり、指定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならな

いこと。 

２ 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合

には、指定居宅サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかに

なった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、②相当の期間内に勧

告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、

③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧
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告に係る措置を採るよう命令することができるものであること。また、③の命令をした場合に

は事業者名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。なお、③の命令に従わない場合

には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しく

は一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該 

サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。ただし、次に掲げる場合には、

基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の

全部若しくは一部の効力を停止することができるものであること。 

（１） 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかった

とき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービ

スを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき 

（２） 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

（３） その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 
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Ⅱ 第１ 人員に関する基準 
（１） 福祉用具専門相談員の員数（基準第１９４条、第２０８条） 

第１９４条 指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定福祉用具貸与事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具

専門相談員（介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第１項に規定する福祉用

具専門相談員をいう。以下同じ。）の員数は、常勤換算方法で、２以上とする 

 

第２０８条  指定特定福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定福祉用具販売事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。）ごとに置く

べき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、２以上とする。 

 

 

（ポイント） 

① 福祉用具専門相談員の必要員数は、常勤換算方法で２以上必要。 

② 福祉用具専門相談員の資格 

・ 介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福

祉士 

・ 厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するものに

より行われる講習の課程修了者。 

③ 同一の事業所において、指定福祉用具貸与、指定介護予防福祉用具貸与、指定特定福祉用具

販売及び指定介護予防福祉用具販売の４つの指定を併せて受けている場合であっても、これら

の運営が一体的になされているのであれば、福祉用具専門相談員は常勤換算方法で２人でもっ

て足りる。 

 

● 福祉用具専門相談員が常勤換算で２確保されていない。 

● 講習課程修了前の者の勤務時間を、常勤換算に含めていた。 

● 法人役員が福祉用具専門相談員として従事しているが、タイムカードや出勤簿を作成してお

らず、勤務実績が確認できなかった。 

● 同一法人が運営する他の事業所の職員と福祉用具専門相談員を兼務させているが、勤務体制

を明確に区分せず一体的に運営しているため、指定福祉用具貸与（販売）事業所の従業者とし

ての勤務時間が不明確であり、指定福祉用具貸与（販売）事業所の従業者としての勤務時間の

確認ができない。 

 

 

（２） 管理者（基準第１９５条、第２０９条） 

第１９５条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がな

い場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

 

第２０９条  指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業

所、施設等の職務に従事することができるものとする。 
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（ポイント） 

指定福祉用具貸与事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務

に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき

は、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、福祉用具専門相談員である必

要はないものである。 

・ 当該指定事業所の福祉用具専門相談員としての職務に従事する場合 

・ 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に

従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事す

る時間帯も、当該指定福祉用具貸与事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象

を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないとき

に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合 

※ 管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される訪問系サービ

スの事業所のサービス提供を行う従業者と兼務する場合（訪問系サービス事業所における

勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急時において管理者自

身が速やかに当該指定福祉用具貸与事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付け

ることができない体制となっている場合などは、一般的には管理業務に支障があると考え

られる。 

 
 
第２ 設備に関する基準 

設備及び備品等（基準第１９６条、第２１０条） 

第１９６条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材

並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必

要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第２０３条第３項の規定に基

づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消

毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。 

 

第２１０条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有す

るほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならな

い。  

２ 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売（指定介護予防サービス

等基準第２８１条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第 

２８４条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

 

（ポイント） 

○ 貸与 

【福祉用具貸与品保管のために必要な設備】 

・ 清潔であること 

・ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能で

あること 

【福祉用具貸与品消毒のための必要な器材】 

・ 福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること 
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● 既に消毒又は補修がなされている福祉用具の保管場所はあるが、それ以外の福祉用具の保管

場所が事業所に整備されていない。 

 

 

第３ 運営に関する基準 
（１） 内容及び手続の説明及び同意（基準第２０５条、第２１６条（第８条準用）） 

第８条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、指定福祉用具貸与（指定特定福

祉用具販売）の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第２００条

に規定する運営規程の概要、福祉用具専門相談員の勤務の体制その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始に

ついて利用申込者の同意を得なければならない。  

 

（ポイント） 

・ 同意を得る方法は、利用者及び事業者双方の保護の立場から書面によることが望ましい。 

 

● 「重要事項説明書」と「運営規程」の記載（事業所の住所、営業日、営業時間、通常の事業

の実施地域等）に相違がある。 

 

 

（２） 心身の状況等の把握（基準第２０５条、第２１６条（第１３条準用）） 

第１３条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、指定福祉用具貸与（指定特定

福祉用具販売）の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担

当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第 

３８号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第１３条第九号に規定するサービス担当

者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  

 

（ポイント） 

・ 本人や家族との面談、サービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況等を把握し（アセ

スメントの実施）、その内容を記録するとともに、福祉用具貸与計画作成に当たり活用すること。 

 

 

（３） 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

（基準第２０５条、第２１６条（第１６条準用）） 

第１６条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、居宅サービス計画（施行規則

第６４条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該

計画に沿った指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）を提供しなければならない。 

 

 

（４） サービス提供の記録（基準第２０５条（第１９条準用）、基準第２１１条） 

第１９条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与を提供した際には、当該指定福祉用具

貸与の提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名、当該指定福祉用具貸与について法第４１

条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事

項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければなら

ない。  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%8c%fa%90%b6%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%94%aa&REF_NAME=%8e%77%92%e8%8b%8f%91%ee%89%ee%8c%ec%8e%78%89%87%93%99%82%cc%8e%96%8b%c6%82%cc%90%6c%88%f5%8b%79%82%d1%89%5e%89%63%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%8a%ee%8f%80&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%8c%fa%90%b6%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%94%aa&REF_NAME=%91%e6%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%8b%e3%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000009000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000009000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000001000000009000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%8c%fa%90%b6%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006400000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006400000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006400000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%88%ea%8c%fa%90%b6%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%8e%4f%98%5a&REF_NAME=%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5%91%e6%98%5a%8f%5c%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006400000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006400000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006400000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%6c%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%98%5a%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004100000000006000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004100000000006000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004100000000006000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%6c%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%98%5a%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004100000000006000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004100000000006000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004100000000006000000000000000000
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２ 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与を提供した際には、提供した具体的なサービ

スの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切

な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。  

 

第２１１条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供し

た具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書

の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

（ポイント） 

・ 提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名、利用者の心身の状況等について記録すること。 

 

● サービスの提供の記録がなかった。 

 

 

（５） 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）の具体的取扱方針 

（基準第１９９条、２１４条） 

第１９９条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

 一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第１項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、

福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとと

もに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関

する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。 

二 法第８条第１２項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第１３項に規定する

特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具（以下「対象福祉用具」という。）に係る指定

福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売の

いずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって

必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービ

ス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定する指定居宅サー

ビス等をいう。）の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案

を行うものとする。 

三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に

関し、点検を行う。 

四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を

行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文

書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具

を使用させながら使用方法の指導を行う。 

五 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用

具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。 

六 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並
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びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

八 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計画に指定福祉用

具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要

に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス

計画に記載されるように必要な措置を講じるものとする。 

九 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の

福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。 

 

第２１４条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによ

るものとする。 

 一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第１項に規定する特定福祉用具販売計画

に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相

談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額

等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。 

二 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸

与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、

利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第 

２４項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他の関係者の意見及び利用者

の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生

状態等に関し、点検を行う。 

四 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具

の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等

を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に

当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。 

五 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に

応じて、貸与販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、

使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。 

六 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

八 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定福

祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。 
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（ポイント） 

○ 福祉用具貸与について、平成３０年１０月から全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設

定を行う。 

・ 上限設定は商品ごとに行うものとし、「全国平均貸与価格＋１標準偏差（１ＳＤ）を上限

とする。 

・ 平成３１年度以降、新商品についても、３ヶ月に１度の頻度で同様の取扱いとする。 

・ 公表された全国平均貸与価格や設定された貸与価格の上限については、平成３１年度以降

も、概ね１年に１度の頻度で見直しを行う。 

・ 全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定を行うに当たっては、月平均１００件以上

の貸与件数がある商品について適用する。 

○ 機能や価格帯の異なる複数商品の提示等 

利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、運営基準を改正し、福祉用具専門相談員に対

して、以下の事項を義務づける。 

・ 貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に

説明すること。（平成３０年１０月から実施） 

・ 機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること。（平成３０年４月から実施） 

○ 身体的拘束等について 

・ 緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすこ

とについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、そ

の具体的な内容について記録しておくことが必要である。 

 

● 全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、同意を得たことが分かる資料が確認できなかっ

た。 

● 同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示したことが分かる資料

が確認できなかった。 

● 身体的拘束等を行っている利用者について、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録ができていなかった。 

 

 

（６） 福祉用具貸与（特定福祉用具販売）計画の作成（基準第１９９条の２、第２１４条の２） 

第１９９条の２ 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境

を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福

祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行う時

期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福

祉用具販売の利用があるときは、第２１４条の２第１項に規定する特定福祉用具販売計画と一

体のものとして作成されなければならない。 

２ 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計

画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又

はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 
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４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用

者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行うものとする。ただ

し、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づく 

サービス提供の開始時から６月以内に少なくとも１回モニタリングを行い、その継続の必要性

について検討を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居

宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。 

７ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画

の変更を行うものとする。 

８ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用する。 

 

第２１４条の２ 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境

を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内

容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定福

祉用具貸与の利用があるときは、第１９９条の２第１項に規定する福祉用具貸与計画と一体の

ものとして作成しなければならない。 

２ 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービ

ス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計

画を利用者に交付しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、特

定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を

行うものとする。 

 

（ポイント） 

・ 福祉用具専門員は、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機種を選定した理

由その他関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）等を記載すること。 

・ 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成する。 

・ 福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明

し利用者の同意を得なければならない。また、利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に

交付しなければならない。 

・  福祉用具専門相談員として、利用者ごとに今後の見通しを予測し、予測に基づいて適時適切

なタイミングでモニタリングを実施しながら、その結果を踏まえて福祉用具サービス計画の継

続・見直しの検討を行うといった、PDCAサイクルを実践していくことが求められる。 

 

● 福祉用具貸与（販売）計画書を作成していなかった。 

● 福祉用具貸与（販売）計画書を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付していな

かった。 

● 福祉用具貸与の開始時から６ヶ月以上経過しているが、モニタリングをしていなかった。 
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（７） 管理者の責務（基準第２０５条、第２１６条（第５２条準用）） 

第５２条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業所の管理者は、指定福祉用具貸与（指

定特定福祉用具販売）事業所の従業者の管理及び指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）

の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。  

２ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業所の管理者は、当該指定福祉用具貸与（指

定特定福祉用具販売）事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う

ものとする。  

 

● 管理者が管理者の本来業務（従業者及び業務の一元的管理、従業者に対して運営に関する基

準を遵守させるために必要な指揮命令等）を実施できていない。 

 

 

（８） 運営規程（基準第２００条、第２１６条（第２００条準用）） 

第２００条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、指定福祉用具貸与（指定特

定福祉用具販売）事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以

下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）の提供方法、取り扱う種目及び利用料（販売

費用の額）その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域  

六 虐待の防止のための措置に関する事項 

七 その他運営に関する重要事項 

 

 

（９） 勤務体制の確保等（基準第２０５条、第２１６条（第１０１条準用）） 

第１０１条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、利用者に対し適切な指定福

祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）を提供できるよう、指定福祉用具貸与（指定特定福祉用

具販売）事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、指定福祉用具貸与（指定特定福祉用

具販売）事業所ごとに、当該指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業所の従業者に 

よって指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）を提供しなければならない。ただし、利用

者のサービス利用に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、適切な指定福祉用具貸与（指定特定

福祉用具販売）の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲派遣する者が相談及び援助を行う事業

その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

（ポイント） 

・ 従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を勤務表上明確にする

こと。 
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（１０） 業務継続計画の策定等（基準第２０５条、第２１６条（第３０条の２準用）） 

第３０条の２ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、感染症や非常災害の発生

時において、利用者に対する指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）の提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、福祉用具専門相談員に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

● 厚労省等が示しているひな形を印刷して保管しているのみで、事業所の実態に即した業務継

続計画の策定ができていない。 

 

 

（１１） 衛生管理等（基準第２０３条、第２１６条（第３１条準用）） 

第２０３条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管

理を行わなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効

果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行わ

れていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等に

より他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、

当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなけ

ればならない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の

事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、そ

の結果等を記録しなければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければ

ならない。 

６ 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又は 

まん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図るこ

と。 

二 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

三 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及び 

まん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

第３１条 指定特定福祉用具販売事業者は、福祉用具専門相談員の清潔の保持及び健康状態につ

いて、必要な管理を行わなければならない。 
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２ 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所の設備及び備品等について、

衛生的な管理に努めなければならない。 

３ 指定特定福祉用具販売事業者は、当該指定特定福祉用具販売事業所において感染症が発生し、

又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定特定福祉用具販売事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね

６月に１回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図

ること。 

二 当該指定特定福祉用具販売事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること。 

三 当該指定特定福祉用具販売事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 

（ポイント） 

・ 既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管する。 

・ 福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合は、委託契約において、保管又は消毒

が適切な方法により行われることを担保しなければならない。 

・ 委託事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果を記録しなければならない。 

・ 基準第３１条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置に
ついては、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行
うことも差し支えない。 
イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下
「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により
構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積
極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、
感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。
感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期
的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要が
ある。 
感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等
を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス

事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策

及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手

洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医

療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が

想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整

備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」

を参照されたい。 

ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 



- 14 - 

福祉用具専門相談員に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、

感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針

に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）

を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修

の実施内容についても記録することが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のため

の研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態

に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ

ミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染

症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、

事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するもの

を適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

● 保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせていたが、当該事業者の業務の実施状況に

ついて定期的に確認し、その結果等を記録していなかった。 

● 保管又は消毒の委託先が追加されていたが、変更届が提出されていなかった。 

● 感染症対策委員会の開催が年１回となっており、おおむね６月に１回以上の開催となってい

ない。 

● 研修、訓練を同時に実施しているが、記録には研修の内容しか明記されていない。 

● 感染症対策のための『委員会の開催（６月に１回以上）』、『指針の整備』、『研修の実施

（１回/年以上）』、『訓練の実施（１回/年以上）』のいずれかができていなかった。 

● 研修記録が職員の押印のみで、具体的な研修結果の記録ができていなかった。 

 

 

 

（１２） 虐待の防止（基準第２０５条、第２１６条（第３７条の２準用）） 

第３７条の２ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、虐待の発生又はその再発

を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業所における虐待の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的

に開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。 

二 当該指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業所における虐待の防止のための指針

を整備すること。 

三 当該指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業所において、福祉用具専門相談員に

対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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（ポイント） 

・ 未実施における減算は、令和９年４月から適応となる。（虐待の発生又はその再発を防止す

るための措置が講じられていない場合には、令和９年４月から基本報酬が減算となる。（所定

単位数の１００分の１に相当する単位数を減算）） 

 

➀ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第一号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するた

めの対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務

及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、虐待防止の

専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであるこ

とが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、

個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス

事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、

そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周

知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるため

の方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関す

ること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 

② 虐待の防止のための指針（第二号） 

事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第三号） 
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従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容

等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該事業所における指針に基づき、虐

待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業者が指針に基づいた研修プログラム

を作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止

のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での

研修で差し支えない。 

 

④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者（第四号） 

事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施

するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任

者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 

● 虐待防止検討委員会が開催されていなかった。 

 

 

（１３） 掲示及び目録の備え付け（基準第２０４条、第２１６条（第２０４条準用）） 

第２０４条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。 

２ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定

福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 

３ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

４ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、利用者の（特定）福祉用具の選択に

資するため、指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業所に、その取り扱う（特定）福

祉用具の品名及び品名ごとの利用料（販売費用の額）その他の必要事項が記載された目録等を

備え付けなければならない。 

 

（ポイント） 

・ 重要事項のウェブサイトへの掲載では、自社のホームページ上か、または介護サービス情報

報告システム上 「事業所の特色」欄に、事業所の重要事項説明書をアップロードすること。 

 

● 事業所の見えやすい場所に運営規程の概要、その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項説明書を掲示（備え付け）していなかった。 

● 重要事項等の情報がウェブサイトに掲載されていなかった。 

● 重要事項のウェブサイトへの掲載は、令和７年４月１日から適用 

 

 

（１４） 秘密保持等（基準第２０５条、第２１６条（第３３条準用）） 

第３３条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業所の従業者は、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。  
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２ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、当該指定福祉用具貸与（指定特定福

祉用具販売）事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。  

３ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、サービス担当者会議等において、利

用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該

家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。  

 

（ポイント） 

・ 従業者の在職中及び退職後における、利用者及びその家族の個人情報に関する秘密保持につ

いて、誓約書等により取決めておくこと。 

・ 家族の個人情報を使用する可能性もあるため、利用者だけでなく家族についても署名できる

様式としておくことが望ましい。 

 

●  従業者が法人の役員も兼ねている場合、利用者及びその家族の個人情報に関する秘密保持に

ついて、取決め（誓約書等）が行われていない（法人役員であっても従業員として勤務してい

る場合、取決めは必要）。 

 

 

（１５） 苦情処理（基準第２０５条、第２１６条（第３６条準用）） 

第３６条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、提供した指定福祉用具貸与（指

定特定福祉用具販売）に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。  

２ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、

当該苦情の内容等を記録しなければならない。  

３ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、提供した指定福祉用具貸与（指定特

定福祉用具販売）に関し、法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若し

くは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合におい

ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

４ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、市町村からの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。  

５ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、提供した指定福祉用具貸与（指定特

定福祉用具販売）に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以

下同じ。）が行う法第１７６条第１項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連

合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善

を行わなければならない。  

６ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、国民健康保険団体連合会からの求め

があった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

（ポイント） 

・ 苦情処理に関する記録様式を作成しておくこと。 

・ 苦情を受け付けた場合は、苦情の内容等を記録すること。 

・ 苦情の内容だけでなく、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のための取組」等

についても記録し、サービスの質の向上に向けた取組を行うこと。 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%4f%96%40%88%ea%8b%e3%93%f1&REF_NAME=%8d%91%96%af%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%4f%96%40%88%ea%8b%e3%93%f1&REF_NAME=%8d%91%96%af%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%4f%96%40%88%ea%8b%e3%93%f1&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004500000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004500000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004500000000005000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%95%53%8e%b5%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8b%e3%96%40%88%ea%93%f1%8e%4f&REF_NAME=%93%af%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000001000000003000000000
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● 苦情処理に関する記録様式（処理簿、台帳等）が作成されていない。 

● 苦情処理の内容が記録様式に記録されていない。 

 

 

（１６） 事故発生時の対応（基準第２０５条、第２１６条（第３７条準用）） 

第３７条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、利用者に対する指定福祉用具

貸与（指定特定福祉用具販売）の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家

族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。  

２ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して

採った処置について記録しなければならない。  

３ 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与（指

定特定福祉用具販売）の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

わなければならない。  

 

（ポイント） 

・ 事故の状況等によっては、「指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル

（香川県健康福祉部長寿社会対策課 平成２０年１月１５日制定（令和４年４月１日改正）」

又は「高松市介護サービスの提供時における事故の報告に関する事務取扱要領（高松市健康福

祉局長寿福祉部介護保険課）」に基づき事業所の所在する保険者及び利用者の保険者に報告す

ること。 

・ 事故の内容の記録のみでなく、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のための取

組」等についても記録し、サービスの質の向上に向けた取組を行うこと。 

 

● 事故（｢ヒヤリハット｣を含む）の事例報告が記録様式に記録されていない。 

 

 

（１７） 会計の区分（基準第２０５条、第２１６条（第３８条準用）） 

第３８条 指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）事業者は、指定福祉用具貸与（指定特定

福祉用具販売）事業所ごとに経理を区分するとともに、指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具

販売）の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。  

 

 

（１８） 記録の整備 

（基準第２０４条の２、第２１５条、県条例第３条別表第２、市条例第３条別表第２） 

第２０４条の２ 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

一 福祉用具貸与計画 

二 次条において準用する第１９条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の

記録 

三 第１９９条第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 第２０３条第４項の規定による結果等の記録 

五 次条において準用する第２６条の規定による市町村への通知に係る記録 
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六 次条において準用する第３６条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

七 次条において準用する第３７条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 

第２１５条  指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。  

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存しなければならない。  

一 特定福祉用具販売計画 

二 第２１１条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第２１４条第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第２６条の規定による市町村への通知に係る記録 

五 次条において準用する第３６条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第３７条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

  

（ポイント） 

・ 平成２５年４月１日以降、県条例及び市条例により、記録の保存期間は５年間。 

・ 保存期間の起算時期であるサービス提供の「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契

約終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連

のサービス提供が終了した日を指すものとされているが、利用者との契約の終了日ではなく、

それぞれの書類ごとに、その書類を使わなくなった日とする。基本的には、事業者が「介護報

酬を受け取った日の翌日」が起算日となるが、５年間は最低基準を定めたものであり、事業運

営、サービス提供上必要となる記録については、延長して保存することは可能。 
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第４ 介護給付費算定に関する基準 
（１） 軽度者に係る福祉用具貸与費（単位数表 注６、老企第３６号 第２の９（４）） 
①  算定の可否の判断基準 

 要介護１の者に係る指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい

「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体

位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト（つり具の部分を除く。）」及び「自

動排泄処理装置」（以下「対象外種目」という。）に対しては、原則として算定できない。また、

「自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）」については、要介護１

の者に加え、要介護２及び要介護３の者に対しては、原則として算定できない。しかしながら利

用者等告示第３１号のイで定める状態像に該当する者については、軽度者（要介護１の者をいう。

ただし、自動排泄処理装置については、要介護１、要介護２及び要介護３の者をいう。以下(４)

において同じ。）であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定福

祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次のとおりとする。 

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計の方法」（平成

11年厚生省告示第９１号）別表第１の調査票のうち基本調査の直近の結果（以下単に「基本

調査の結果」という。）を用い、その要否を判断するものとする。 

イ ただし、アの(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオ

の(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調

査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像

について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジ

メントにより指定居宅介護支援事業者が判断することとなる。なお、この判断の見直しにつ

いては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度（必要に応じて随時）で行

うこととする。 

ウ また、アにかかわらず、次のｉ)からⅲ)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所

見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより

福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町

村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができる。この

場合において、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医師

の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見によ

り確認する方法でも差し支えない。 

ｉ) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁

に利用者等告示第３１号のイに該当する者 

（例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象） 

ⅱ) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第３１号

のイに該当することが確実に見込まれる者 

（例 がん末期の急速な状態悪化） 

ⅲ) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断

から利用者等告示第３１号のイに該当すると判断できる者  
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（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎

の回避） 

注 括弧内の状態は、あくまでもｉ)～ⅲ)の状態の者に該当する可能性のあるものを例示し

たにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、ｉ)～ⅲ)の状態であると判

断される場合もありうる。 

② 基本調査結果による判断の方法 

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る指定福祉用具貸与費を算定

する場合には、①の表に従い、「厚生労働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための

基本調査の結果の確認については、次に定める方法による。なお、当該確認に用いた文書等に

ついては、サービス記録と併せて保存しなければならない。 

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業所から当該軽度者の「要介護認定等基準時

間の推計の方法」別表第一の認定調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の時

点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必

要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）の内容が確認できる文書を入手するこ

とによること。 

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあっては、当該軽度者の調査

票の写しを本人に情報開示させ、それを入手すること。 

 

● 軽度者に対する対象外種目等の貸与について、貸与可能であるか、認定調査票等で確認

せずに貸与していた。 

 

＜軽度者に対する対象外種目の貸与判断基準＞ 

対象外種目 

 

厚生労働大臣が定める者のイ 厚生労働大臣が定める者のイに該

当する基本調査の結果 

ア 車いす及び 

車いす付属品 

次のいずれかに該当する者 

（一）日常的に歩行が困難な者 

 

（二）日常生活範囲における移動の支 

援が特に必要と認められる者 

 

基本調査１－７ 

「３．できない」 

－ 

イ 特殊寝台及び 

特殊寝台付属品 

次のいずれかに該当する者 

（一）日常的に起きあがりが困難な者 

 

（二）日常的に寝返りが困難な者 

 

基本調査１－４ 

「３．できない」 

基本調査１－３ 

「３．できない」 

ウ 床ずれ防止用具 

及び体位変換器 

日常的に寝返りが困難な者 基本調査１－３ 

「３．できない」 

エ 認知症老人徘徊 

感知機器 

次のいずれにも該当する者 

（一）意見の伝達、介護を行う者への

反応、記憶又は理解のいずれかに支障

がある者 

 

 

 

 

 

 

基本調査３－１ 

「１．調査対象者が意見を他者に

伝達できる」以外 

又は 

基本調査３－２～３－７のいずれ

か 

「２．できない」  

又は 
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（二）移動において全介助を必要とし 

ない者 

基本調査３－８～４－１５のいず

れか 

「１．ない」以外 

その他、主治医意見書において、

認知症の症状がある旨が記載され

ている場合も含む。 

基本調査２－２ 

「４．全介助」以外 

オ 移動用リフト

（つり具の部分を  

除く） 

次のいずれかに該当する者 

（一）日常的に立ち上がりが困難な者 

 

（二）移乗において一部介助又は全介

助を必要とする者 

 

（三）生活環境において段差の解消が 

必要と認められる者 

 

基本調査１－８ 

「３．できない」 

基本調査２－１ 

「３．一部介助」又は「４．全介

助」 

－ 

カ 自動排泄処理装 

 置 

次のいずれにも該当する者 

（一）排便において全介助を必要とす

る者 

（二）移乗において全介助を必要とす

る者 

 

基本調査２－６ 

「４．全介助」 

基本調査２－１ 

「４．全介助」 

 

 

（２） 指定福祉用具貸与事業所における高齢者虐待防止措置未実施減算 

（単位数表 注１、老企第３６号 第２の９（１）） 

高齢者虐待防止措置未実施減算：所定単位数の１００分の１に相当する単位数を減算 

○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合 

・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開

催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・ 虐待の防止のための指針を整備すること。 

・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

※ 令和９年３月３１日までは適用しない。 

 

（ポイント） 

・ 措置を講じていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事

実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事

実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位

数から減算することとする。 

・ 過去に遡及して当該減算を適用することはなく、事実を発見した日の属する月が「事実が生

じた月」となる。 
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● 虐待の防止のための『委員会の定期的な開催』、『指針の整備』、『研修（１回/年以上）の

実施』、『担当者の配置』のいずれか又は複数が未実施の場合、令和９年４月以降、減算の対

象となる。 

 

 

（３） 指定福祉用具貸与事業所における業務継続計画未策定減算 

（単位数表 注２、老企第３６号 第２の９（２）） 

業務継続計画未策定減算：所定単位数の１００分の１に相当する単位数を減算 

○ 以下の基準に適合していない場合 

・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

※ 令和７年４月１日から適用 

 

（ポイント） 

・ 基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の

初日である場合は当該月）から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所

の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。 

・ 基準を満たさない事実が生じた時点まで遡及して減算適用する。 

（例）令和８年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和７年

４月から、基準を満たさない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員につ

いて、所定単位数から１％減算となる。 

 

● 『感染症に係る業務継続計画』及び『災害に係る業務継続計画』を策定していなかった。

感染症もしくは災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬が減算

となる。 


